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赤字は追加・修正部分，青字は削除部分です。 

 

1. 名 称 

本協会は日本テーザー協会と称

する。 

 

2. 目 的 

本協会はテーザークラス艇の愛

好者を組織して活動し、同クラス

の健全な発展普及を図ることを目

的とする。 

 

3. 事 業 

本協会はその目的を達するため、

次の事業を行う。 

（１）テーザークラス艇の登録並び

に登録台帳の整備保管。 

（２）愛好者名簿及び会報の発

行。 

（３）フリートの認定。 

（４）世界テーザー協会、他国のテ

ーザー協会との活動の統一及び

国内ルールの制定、改正 

（５）テーザークラスのレースの主

催。 

（６）その他、本協会の目的を達成

 

 

 

 

（４）世界テーザー協会の日本リージョン

としての活動及び国内ルールの制定、改

正 
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するために必要な事項。 

4. フリート 

世界テーザー協会規約第９（１）に

定められたフリートの要件を日本

国内においては次のとおり改め

る。次の要件を全て満たす団体か

ら本協会に対し申し出があった場

合に本協会はこの団体をフリート

として認定する。 

（１）一定の場所に複数のテーザ

ークラス艇があること。 

（２）複数のテーザー愛好者がレ

ース等テーザーに係る活動を計

画的に行っていること。 

（３）フリートの代表者が明確にな

っており、その代表者が本協会の

会員であること。 

 

5. 会 員 

 テーザークラス艇の愛好者のう

ち、会費を納入したものが本協会

の会員となる。 

（１）会員は別に定める会費を原

則として前年度の会計年度末迄

に納入する。 

（２）会員は会報を受け、本協会が

修正： 

本協会の目的に賛同し、別に定める「会

員規定」を満たし、当該年度の会費を納

入したものが本協会の会員となる。 

（１）会員は、本協会が主催するすべての

行事に参加する権利を有する。総会の議
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主催するすべての行事に参加す

る権利を有する。 

（３）当該年度に本協会が主催す

るレースに参加する場合には、乗

員のうち少なくとも１名が当該年

度の会費の納入を完了していな

ければならない。但し、会長が特

別に認めた場合はこの限りでな

い。 

決において１票の投票権を有する。 

 

 

 

（３）当該年度に本協会が主催するレース

に参加する場合には、乗員のうち少なくと

も１名が当該年度の各国協会員でなけ

ればならない。但し、会長が特別に認め

た場合はこの限りでない。 
 

 

6. 理事及び理事会 

（１）本協会には理事として会長、

副会長、会計、国際事務局、国内

事務局（東日本担当、西日本担

当）、チーフメジャラー、イベント委

員長、広報委員長、ルール委員

長を置く。また、理事によって理事

会が構成される。 

（２）本協会は、特別の事情がある

場合には、別の理事を置くことが

できる。 

（３）会長の選出は、自薦または他

薦が得られた会員の中から、総会

での投票・承認を得ることによって

行われる。 

（４）各理事の選出は、理事として

修正： 

（１）本協会には理事として会長、副会

長、会計、国内事務局（東日本担当、西

日本担当）、メジャラー、イベント委員長、

広報委員長を置く。また、理事によって理

事会が構成される。兼任を妨げない。 

（２）本協会は、特別の事情がある場合に

は、本条１項で規定された以外の理事を

置くことができる。 

（３）会長は、自薦または他薦が得られた

会員の中から、総会での決議によって選

出される。 

（４）各理事の選出は、理事として自薦ま

たは他薦が得られた会員の中から、次期

会長の指名によって行われる。  
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自薦または他薦が得られた会員

の中から、任期開始までに次期会

長の指名によって行われる。  

前々項で定める別の理事の指

名、次項に定める任期途中での

理事の交代に伴う後任理事の指

名は、必要に応じて速やかに行わ

れるものとする。 

（５）理事の任期は２年（会長選出

後の４月１日～翌々年の３月３１

日まで）とするが、多選重任を妨

げない。また、何らかの事情で任

務が遂行できない場合には、任期

途中で交代することができる。任

期途中で理事が交代する場合、

後任の理事の任期は予め定めら

れていた前任の理事の任期とす

る。 

 

本条１項で定める別の理事の指名、本条

５項に定める任期途中での理事の交代

に伴う後任理事の指名は、必要に応じて

速やかに行われるものとする。 

 

 

 

（５）理事の任期は２年（会長選出後の４

月１日～翌々年の３月３１日まで）とす

る。多選を妨げない。また、何らかの事情

で任務が遂行できない場合には、任期途

中で交代することができる。任期途中で

理事が交代する場合、後任の理事の任

期は予め定められていた前任の理事の

任期とする。 

 

7. 総 会 

（１）原則として年１回総会を開き、

会長の選出その他重要な事項を

審議・決定する。 

（２）会長は当該年度の総会の開

催日時、開催場所、議題等を総会

 

（１）原則として年１回総会を開き、重要事

項を審議・決定する。 

（２）会長は当該年度の総会の開催日

時、開催場所、議題等を総会開催日の１
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開催日の１４日前迄に、会報を通

じて、会員に告知しなければなら

ない。 

（３）総会は、会員総数の１／３以

上の会員の出席（別に定める委

任手続きをとった会員を含む）が

得られた場合に成立する。 

（４）総会の議決又は承認は出席

した会員総数の過半数を得られ

た場合に有効となる。 

４日前迄に、会員に告知しなければなら

ない。 

 

8. 総会の承認事項 

 次の各号の事項については、総

会の承認を得ることとする。但し、

時間的な制約から総会の開催が

困難な場合には、会員による投票

を行い、この結果をもって総会の

議決とする。 

（１）会長の選出 

（２）協会予算 

（３）クラスルールの制定、改正に

関わること 

（４）協会規約の改正  

 次の各号の事項については、総会の承

認を得ることとする。但し議決時期や時

間的な制約から総会での決議が困難な

場合およびやむを得ない理由により総会

が開催できない場合には、会員による投

票を行い、この結果をもって総会の議決

とする。 

（１）会長の選出 

（２）会計報告 

（３）クラスルールの制定、改正に関わる

こと 

（４）協会規約の改正  

なお、理事会は新年度開始後速やかに

総会で承認された会計報告に基づく前年

度決算および新年度予算を会員に告知
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しなければならない 

付 則 
  １．本規約は 1997年 10月 11日より
発効する。 
  ２．会計年度は当該年度の1月1日か
ら 12月 31日迄とする。 
  ３．年会費は次のとおりとする。 
    個人会員：   ５，０００円 
    個人３年会員：１４，０００円 
    家族会員：   ３，０００円 
 家族会員とは、個人会員と同居する家

族が入会を希望する場合に選択でき、個

人会員が有する権利の中で会報が送付

されないものである。 

 

 

３． 【会員規定】 

年会費は次のとおりとする。 
    会員：      ５，０００円 
    ３年会員：   １４，０００円 
    家族会員：   ３，０００円 
    学生会員：   ３，０００円 

    ｽﾎﾟｯﾄ会員：  １，０００円 

会員、家族会員、学生会員の会員期間

は、当該年度とする。 

３年会員の会員期間は、当該会計年度を

含み３期とする。 

家族会員は会員と同居する家族に限ら

れ、会員が有する権利と同等の権利を有

する。 

学生会員は学生に限られ、会員が有す

る権利と同等の権利を有する。 

ｽﾎﾟｯﾄ会員は本協会への入会実績のな

い者に限られ、全日本選手権を除く協会

公認レースに 1回に限って参加する資格
を有する。総会議決権は有さない。 

付 則２ 

  １．本規約は 2002年 11月 3日より発

効する。 

  ２．会計年度は当該年度の4月1日か
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ら翌年 3月 31日迄とする。 

  ３．ただし、2002年度は 2002年 1月 1

日から 12月 31日迄とする。2003年 1月

1日から 2003年 3月 31日迄は    年

度変更の移行期間とするため、便宜上

2003年度は 2003年 1月 1日から 2004

年 3月 31日迄とする。 
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